
 

 

 

 

 

 

令 和 ８ 年 度  当 別 町 建 設 工 事 競 争  

入 札 参 加 資 格 申 請 書 提 出 要 領                                                                         

 

（経常建設共 同企業体用 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当   別   町  

 

 

 

 

 



 

  令 和 ８ 年 度 に お い て 当 別 町 が 発 注 す る 工 事 の 請 負 に 係 る 一 般 競 争 入 札 及 び 指 名 競 争 入 札

（ 以 下 「 競 争 入 札 」 と い う 。） に 経 常 共 同 企 業 体 で 参 加 を 希 望 す る 方 は 、 下 記 に よ り 申 請

書 を 提 出 し て 下 さ い 。  

 

１  受 付 日 時 等  

（ １ ） 受 付 日 時   令 和 ８ 年 ３ 月 １ ９ 日 （ 木 ） ～ ２ ７ 日 （ 金 ） ６ 日 間  

                  午前 ９ 時 か ら 午 後 ５ 時 ま で  

（ ２ ） 受 付 場 所   当 別 町 役 場 総 務 部 財 政 課 管 財 係  

（ ３ ） 受 付 方 法   持 参 （ 郵 送 は 認 め ま せ ん 。）  

必 ず 作 成 責 任 者 （ 内 容 に つ い て 説 明 で き る 方 ） が 持 参 し て く だ さ い 。  

（ ４ ） 決 定 通 知   令 和 ８ 年 ４ 月 上 旬  

経 常 建 設 共 同 企 業 体 （ 以 下 「 経 常 企 業 体 」 と い う 。） の 代 表 者 に 郵 送  

                  にて 通 知 し ま す 。  

（ ５ ） 有 効 期 間   令 和 ８ 年 度 末 ま で  

 

２  経 常 企 業 体 の 申 請 に つ い て  

経 常 企 業 体 と は 、 単 体 企 業 と 同 様 に 施 工 す る 工 事 を 特 定 し な い で 当 別 町 の 競 争 入 札  

    参 加 資 格 を 認 め る も の で す 。  

経 常 企 業 体 で の 申 請 は 、 構 成 員 が そ れ ぞ れ 当 別 町 の 競 争 入 札 参 加 資 格 を 有 し て い る  

    こ と が 要 件 に な っ て い ま す 。  

な お 、 こ の 経 常 企 業 体 は 、 競 争 入 札 参 加 資 格 者 と し て 決 定 さ れ た 後 は 、 単 体 企 業 と  

同 様 に 取 り 扱 わ れ る も の で あ り 、 競 争 入 札 の 指 名 に 当 た っ て 単 体 企 業 に 優 先 す る も の  

    で は あ り ま せ ん 。  

 

３  申 請 で き る 工 種  

    次 の ５ 工 種 が 経 常 企 業 体 の 登 録 対 象 に な り ま す 。  

      ①   土 木 一 式     ②  建 築 一 式     ③   舗   装  

      ④   電   気       ⑤   管  

 

４  結 成 で き る 経 常 企 業 体 及 び 申 請 で き る 工 種 数  

      経 常 企 業 体 は 、 ２ な い し ３ 社 に よ り 結 成 し て く だ さ い 。  

  一 つ の 企 業 が 、 経 常 企 業 体 を 結 成 し て 登 録 で き る 工 種 の 数 は ３ 工 種 ま で と し ま す 。  

   ま た 、 一 つ の 企 業 が 参 加 で き る 経 常 企 業 体 の 数 は ３ つ ま で と す る 。 た だ し 、 一 つ の  

企 業 が 複 数 の 経 常 企 業 体 を 結 成 し た 場 合 で あ っ て も 、 一 つ の 登 録 工 種 に 登 録 で き る 経  

常 企 業 体 の 数 は 一 つ と す る 。  

   事 業 協 同 組 合 等 の 組 合 を 一 つ の 企 業 と し て 取 り 扱 い ま す の で 、 組 合 と 他 の 企 業 と の  

  経 常 企 業 体 に つ い て も 認 め ら れ ま す が 、 そ の 組 合 を 構 成 す る 組 合 員 と の 経 常 企 業 体 は  

    認 め ら れ ま せ ん 。  

   な お 、 上 記 の 要 件 を 越 え た 場 合 、 そ の 企 業 が 含 ま れ る 経 常 企 業 体 の 申 請 は す べ て 無  

    効 と な り ま す 。  

 

 



 

５  競 争 入 札 参 加 資 格 申 請 に 必 要 な 要 件  

   競 争 入 札 参 加 資 格 審 査 を 申 請 す る 経 常 企 業 体 は 、 次 に 掲 げ る 要 件 に 該 当 し て い な け  

  れ ば な ら な い 。  

  （１ ） 構 成 員 の す べ て が 、 土 木 一 式 、 建 築 一 式 、 舗 装 、 電 気 及 び 管 の 各 工 種 の う ち 申 請  

      し よ う と す る 工 種 に つ い て 、 当 別 町 の 競 争 入 札 資 格 を 有 し て い る こ と 。  

  （ ２ ） 構 成 員 の す べ て が 、 中 小 企 業 基 本 法 （ 昭 和 ３ ８ 年 法 律 第 １ ５ ４ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項

第 １ 号 の 要 件 で あ る 資 本 金 の 額 又 は 出 資 の 総 額 が ３ 億 円 以 下 の 会 社 並 び に 常 時 使 用

する 従業 員 の 数が ３ ０ ０人 以 下 の 会 社で あ る こ と。  

  （３ ） 構 成 員 は 、 町 内 業 者 ま た は 北 海 道 内 に 本 店 ま た は 主 た る 営 業 所 を 有 す る も の で あ  

      あ る こ と 。 た だ し 、 構 成 員 に は 、 町 内 業 者 が 必 ず 含 ま れ て い な け れ ば な ら な い 。  

        な お 、 町 内 業 者 と は 、 当 別 町 に 本 店 を 有 す る も の と す る 。  

  （４ ） 構 成 員 数 は 、 ２ な い し ３ 社 で あ る こ と 。  

  （ ５ ） 構 成 員 の 組 合 せ は 、 同 一 工 種 で 、 同 一 等 級 及 び 直 近 等 級 に 属 す る 者 の 組 合 せ で あ

る こ と 。  

  （６ ） 構 成 員 の す べ て が 、 申 請 工 種 に 対 応 す る 建 設 業 法 の 許 可 業 種 に つ き 、 許 可 を 有 し  

   て か ら の 営 業 年 数 が 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 現 在 に お い て ４ 年 以 上 で あ る こ と 。  

    た だ し 、 元 請 と し て 相 当 の 施 工 実 績 を 有 し 、 確 実 か つ 円 滑 な 共 同 施 工 が 確 保 で き  

   る と 認 め ら れ る 場 合 に は 、 ４ 年 未 満 で も こ れ を 同 等 と 取 り 扱 う こ と が あ る 。  

  （７ ） 構 成 員 の す べ て が 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 現 在 に お い て 申 請 工 種 の う ち 希 望 す る 工  

   事 と 同 種 の 工 事 に つ い て 元 請 と し て の 施 工 実 績 を 有 し て い る こ と 。  

    た だ し 、 元 請 と し て の 施 工 実 績 が な い 構 成 員 が 、 工 事 を 確 実 か つ 円 滑 に 共 同 施 工  

   で き る 能 力 を 有 し て い る と 認 め ら れ る 場 合 は 、 下 請 と し て の 施 工 実 績 で 足 り る も の  

   と す る 。  

  （８ ） 構 成 員 の す べ て に 、 申 請 工 種 に か か る 監 理 技 術 者 又 は 主 任 技 術 者 を 有 し 、 工 事 の  

   施 工 に 当 た っ て は 、 こ れ ら の 技 術 者 を 工 事 現 場 毎 に 専 任 で 配 置 し 得 る こ と 。  

 

６  代 表 者 の 決 定 及 び 各 構 成 員 の 出 資 割 合  

  （１ ） 代 表 者 の 決 定  

        経 常 企 業 体 の 代 表 者 は 、 構 成 員 が 協 議 し て 決 定 を す る 。  

  （２ ） 各 構 成 員 の 出 資 割 合  

    各 構 成 員 の 出 資 割 合 に つ い て は 、 施 工 す る 工 事 が 特 定 さ れ た 都 度 、 出 資 の 割 合 を  

協 議 に よ り 決 定 し 、 協 定 書 第 ８ 条 の 規 定 に 基 づ く 付 属 協 定 書 を 作 成 し て 提 出 し て く  

だ さ い 。 こ の 場 合 、 各 構 成 員 の 最 低 出 資 の 割 合 は 均 等 割 の １ ０ 分 の ６ 以 上 で な け れ  

   ば な ら な い 。（ 登 録 申 請 の 段 階 で は 、 出 資 割 合 を 決 定 す る 必 要 は あ り ま せ ん 。）  

 

７  競 争 入 札 参 加 資 格 決 定 後 の 構 成 員 の 変 更  

一旦、当別町の競争入札参加資格者として決定されると、登録有効期間中（１年間）  

    は 構 成 員 の 変 更 は で き ま せ ん 。  

      充 分 に 検 討 の 上 、 相 手 方 を 選 定 し て 経 常 企 業 体 を 結 成 し て く だ さ い 。  

 

 

 



 

８  提 出 書 類  

  （１ ） 申 請 書 （ 一 部 ）  

        別 添 申 請 書 を 使 用 の こ と 。  

  （２ ） 協 定 書 （ 一 部 ）  

別 添 申 請 書 を 使 用 の こ と 。（ 協 定 書 第 ８ 条 の 規 定 に 基 づ く 付 属 協 定 書 は 、 申 請 時  

      に 提 出 す る 必 要 は あ り ま せ ん 。）  

  （３ ） 委 任 状  

  （４ ） 入 札 参 加 資 格 審 査 結 果 通 知 書 （ 単 体 企 業 用 ） の 写 し （ 構 成 員 全 社 分 ）  

令 和 7・ 8年 度 の 入 札 参 加 資 格 と し て 当 別 町 か ら 送 付 さ れ た も の 。  

  （５ ） 経 営 事 項 審 査 結 果 通 知 書 の 写 し （ 構 成 員 全 社 分 ）  

令 和 7・ 8年 度 の 単 体 企 業 の 申 請 に 使 用 し た も の  

 

９  競 争 入 札 参 加 資 格 の 取 消 し  

競 争 入 札 参 加 資 格 者 が 、 次 の 各 号 に 該 当 し た と き は 、 そ の 競 争 入 札 参 加 資 格 を 取 消  

    し ま す 。  

  （１ ） 申 請 書 に 虚 偽 の 記 載 を し た こ と が 判 明 し た と き 。  

  （２ ） 構 成 員 の い ず れ か が 単 体 企 業 と し て の 資 格 を 取 り 消 さ れ た と き 。  

 

１ ０  問 い 合 わ せ 先  

        当 別 町 総 務 部 財 政 課 管 財 係  

          電話 （ ０ １ ３ ３ ） ２ ３ － ２ ３ ３ １ ［ 直 通 ］  



参考例 

 

４ ． 経 常 企 業 体 は 、 ２ な い し ３ 社 に よ り 結 成 し て く だ さ い 。  

一 つ の 企 業 が 、 経 常 企 業 体 を 結 成 し て 登 録 で き る 工 種 の 数 は ３ 工 種 ま で と し ま す 。 ま  

  た、 一 つ の 企 業 が 参 加 で き る 経 常 企 業 体 の 数 は ３ つ ま で と す る 。 た だ し 、 一 つ の 企 業 が  

  複数 の 経 常 企 業 体 を 結 成 し た 場 合 で あ っ て も 、 一 つ の 登 録 で き る 経 常 企 業 体 の 数 は １ と  

  する 。  

 

 
 例  １        

  工     種    甲     社    乙     社    丙     社    丁     社  
 

  土     木       ①       ①       ①  
 

  建     築       ②       ②  
 

     ②  

  舗     装       ③  
 

     ③       ③  

         ①   経 常 企 業 体       ②   経常 企 業 体       ③   経常 企 業 体  

 

 
例 ２ 

 
     

  工     種    甲     社    乙     社    丙     社  
 

  土     木       ○       ○       ○  

  建     築       ○       ○       ○  

  舗     装       ○       ○       ○  

 

          ①   経常 企 業 体       ②   経常 企 業 体       ③   経常 企 業 体  

 

 


